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介
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著
者
の
陳
皐
森
数
授
ハ
ワ
シ
ン
ト
ン
大
間
四
千
〉
は
、
一
九
六

0
年
代
以
来
、
金

朝
お
よ
び
元
朝
史
皐
史
・
思
想
史
の
分
野
で
、
す
ぐ
れ
た
業
績
を
翠
げ
て
き

た
、
現
在
、
最
も
生
産
的
な
研
究
者
で
あ
る
。

本
書
は
、
金
朝
に
お
け
る
正
統
論
の
本
格
的
研
究
で
あ
る
が
、
著
者
の
視
野

は
、
金
朝
史
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
史
的
・
中
園
史
的
披
が
り

を
み
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
単
に
金
朝
史
研
究
者
だ
け
で
な

く
、
支
配
の
正
賞
性
・
正
賞
化
の
過
程
に
問
題
関
心
を
持
つ
全
て
の
研
究
者

に
、
興
味
深
い
研
究
素
材
を
提
供
す
る
は
ず
で
あ
る
。
著
者
が
金
朝
の
正
統
論

を
室
開
的
・
時
間
的
績
が
り
の
中
で
論
じ
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
一
該

博
な
皐
問
的
蓄
積
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
九
七
五
年
七
月
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
で
開
催
さ
れ
、
著
者
も
参
加
し
た
ま
の

g
r
zロ
2
0口
同

Z
F。
m
E目
白
己
O

ロ

。
同
任
命
。

E
5
2
H
S宮
『
芯
こ
Nom-B23
な
る
皐
術
曾
議
で
の
諸
報
告
と

討
議
が
大
き
な
刺
激
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
曾
議
以
降
、
欧
米
の
皐
界
で
は
中

園
史
の
分
野
で
、
す
で
に

z
F
o
m
E自
己
F
O
R
・
を
キ
イ

n
ワ
l
ド
と
す
る
い
く

つ
か
の
研
究
が
笈
表
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
研
究

は
、
今
後
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
も
の
と
橡
想
さ
れ
る
。

さ
て
、
本
書
は
以
下
の
通
り
、
三
部
一
二
章
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
著

者
は
「
正
統
」
を

F
o
m
E
B
a
o
ω
z
n
2
2
0ロ
と
英
誇
し
て
い
る
。
そ
こ
で

以
下
評
者
は

r
m在
日
常
可
は
正
賞
性
、

-
o
m
E
B
2
0ロ
は
正
賞
化
と
謬
し
て

お
く
。

第

一

部

序

論

第
一
章
正
賞
性
と
正
蛍
化
の
歴
史
的
展
望

第
二
章
中
華
帯
園
に
お
け
る
正
蛍
化
の
類
型

第
二
部
金
朝
の
正
統
論

第
三
章
歴
史
的
背
景

第
四
章
章
宗
朝
下
の
正
統
論

第
五
筆
宣
宗
朝
下
の
正
統
論

第
六
章
ま
と
め

第
七
章
エ
ピ
ロ
ー
グ

第
三
部
史
料
編
υ

『
大
金
徳
運
図
説
』

第
八
章
『
大
金
徳
運
園
設
』
鱗
史

第
九
章
四
庫
全
書
版
の
序
言
(
御
題
・
提
要
)

第
十
牽
向
書
省
の
究
え
書
(
省
剣
・
省
劉
・
議
)

第
十
一
章
個
々
の
論
議

第
十
二
章
向
章
一同省
の
省
奏

そ
れ
で
は
内
容
の
紹
介
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
章
で
は
西
洋
の
正
嘗
設
と
正
蛍
化
の
諸
類
型
を
紹
介
し
て
い
る
。
西
洋

に
お
け
る
正
嘗
性
の
概
念
と
正
骨
固
化
の
過
程
は
複
雑
な
歴
史
的
過
程
を
反
映
し

て
多
元
的
で
あ
る
。

著
者
は
、
ま
ず
、
正
賞
性
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
一
刊
に
求
め
る
支
配
権
力
な
い
し

-169ー
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権
威
に
言
及
し
、
例
と
し
て
紳
な
る
王
、
神
の
子
、
地
上
に
お
け
る
紳
の
代
理

た
る
古
代
の
諸
支
配
者
な
ど
を
穆
げ
て
い
る
。
中
園
の
天
子
、
イ
ス
ラ
ム
の
カ

リ
フ
も
問
じ
範
鴎
に
入
る
と
い
う
。

一
方
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
!
?
時
代
に
お
い
て
は
、
別
の
正
賞
性
の
概
念
が
夜

連
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
市
民
的
正
賞
性
の
概
念
が
生
れ
た
。
ロ

1
7
で
は
、

-om
E
Eω
ミ
の
語
源
が
合
法
的
も
し
く
は
法
に
よ
る
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン

訂尚

一品

E
ヨ
5
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
合
法
的
正
賞
性
の
概
念

が
妥
迷
し
た
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス

ト
教
政
治
思
想
は
、
柿
と
品
似
合
と
世
俗
君
主
の

支
配
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
、
王
権
一
柳
授
設
な
ど
の
正
嘗
性
の
概
念
を
生
ん
だ
。

や
が
て
人
民
主
権
の
概
念
が
成
立
し
、
市
民
革
命
の
思
想
的
背
景
と
な
り
、

現
代
に
お
い
て
も
欧
米
諸
政
府
の
正
賞
性
の
根
嫁
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
は
以
上
の
よ
う
に
西
洋
の
正
蛍
説
を
整
型
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
多
元

性
が
中
園
の
正
統
論
と
の
主
た
る
相
異
黙
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
正
賞
化
の
諸
類
型
に
つ
い
て
。
著
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
支
配
者
が
正
賞
性

を
必
要
と
す
る
の
は
、

多
数
者
で
あ
る
被
支
配
者
が
、
少
数
者
で
あ
る
支
配
者

の
支
配
の
椛
利
を
正
賞
な
も
の
と
承
認
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
支
配
が
安
定
し
な

い
か
ら
で
あ
る
貼
に
注
目
し
、
正
首
性
の
研
究
は
概
念
を
封
象
と
す
る
だ
け
で

な
く
、
支
配
者
が
正
賞
性
を
確
立
す
る
た
め
に
行
う
諸
行
震
を
研
究
針
象
と
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
支
配
者
に
よ
る
正
蛍
化
の
過
程
に

は、

信
仰
心
や
吉
兆
な
ど
を
利
用
す
る
象
徴
的
側
面
と
力
の
直
接
的
行
使
な
ど

の
貨
質
的
側
面
が
あ
り
、
質
際
に
は
雨
者
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
指
標
を
使
っ
て
正
嘗
化
の
過
程
を
分
析
す
る

か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

支
配
の
正
蛍
性
の
問
題
に
最
初
に
注
目
し
た
M
・
ウ
ェ
パ

l
は
、
正
賞
的
支

配
の
純
粋
型
と
し
て
合
法
的
支
配
・
俸
統
的
支
配
・
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
三
つ

を
穆
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
で
も
有
数
な
分
析
税
角
で
あ
る
が
、

著
者
は
ウ
ェ

λ
l
以
後
の
研
究
を
も
参
考
に
し
た
上
で
、
本
書
に
お
い
て
は
、
先
述
の

工
(U
O
ロ『
2
0ロn
m
w
O
ロ

任命

「
om戸昨日
ヨ
ω己
O

ロ
O

『
円7
0
の
『
5
2
。
-
E

-umw

ユω
一

刀

om
5
2
4
に
参
加
し
た

』
2
0
2可
〉

E
ヨ
凶
が
提
出
し
た
正
首
化
過
程
を

分
析
す
る
た
め
の
五
つ
の
指
標
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、

て

手
縦
上
の
(
司『
。
2
2

2
3
正
賞
化
、
二
、
力
に
よ
る

(2
2
2
〈
と
正
賞
化
、

三
、
意
味
論
的

(
Z
B
2
5
)
正
賞
化
、
四
、
ス
コ
ラ
察
的
(
凶
n
r
o
-2
2
円
)
正

月晶
化
、
五
、
民
衆
に
よ
る

(
B
Z
一号
)
正
賞
化
、
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ

ら
の
指
標
が
異
な
っ
た
文
明
の
祉
曾
的
政
治
的
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
正
首

化
の
分
析
に
確
固
と
し
た
基
盤
を
輿
え
る
も
の
と
し
て
高
く
許
償
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
周
代
か
ら
十
三
世
紀
に
い
た
る
中
閣
の
正
統
論
の
歴
史
的
展

開
を
要
約
し
て
い
る
。

中
閣
に
お
け
る
正
賞
性
の
概
念
は
、
周
の
天
命
思
想
に
淵
源
し
、
儒
数
と
五

徳
運
説
に
強
い
影
響
を
う
け
た
。
五
徳
淫
設
と
は
鯨
街
が
紀
元
前
三
世
紀
に
と

な
え
た
五
行
設
に
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
、
土
・
木

・
金

・
火
・
水
の
五
つ
の
宇

宙
の
カ
の
消
長
に
よ
っ
て
時
勢
が
推
移
す
る
と
す
る
築
設
で
、
歴
史
を
法
則
的

に
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
郷
術
の
設
は
各
王
朝
は
、
そ
れ
ぞ

れ
固
有
の
徳
運
に
支
配
さ
れ
、
土

・
木

・
金

・
火
・
水
の
五
行
(
運
)
の
順
次

的
克
服
に
よ
っ
て
王
朝
が
交
代
す
る
(
五
行
相
勝
説
)
と
い
う
王
朝
交
代
理
論

で
あ
っ
た
た
め
、
五
徳
運
を
正
骨
個
性
の
基
準
と
し
た
議
論
が
お
こ

っ
た
。
か
く

て
、
中
園
の
正
統
論
は
、
正
首
性
の
概
念
と
王
朝
交
代
理
論
が
複
合
し
た
も
の

と
し
て
展
開
し
、
自
己
の
正
統
を
主
張
す
る
中
園
の
各
王
朝
は
、
そ
の
徳
運
を

定
め
、
五
徳
運
読
に
よ
る
歴
代
王
朝
の
徳
運
の
順
序
の
中
に
自
己
を
位
置
づ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
リゥ，
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著
者
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
、
周
の
火
徳
に
劃
し
て
水
徳
を
採
用
し
、
五
徳
運

設
を
は
じ
め
て
即
位
の
正
嘗
化
に
使
っ
た
例
か
ら
設
き
お
こ
し
、
歴
代
王
朝
の

徳
運
採
用
の
経
過
を
た
ど
り
、
宋
の
太
租
に
よ
る
火
徳
採
用
と
宋
代
新
儒
撃
に

よ
る
道
徳
的
正
首
性
や
一
統
性
を
基
準
と
し
た
正
統
性
に
つ
い
て
の
新
し
い
意

義
づ
け
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
関
、
遁
宜
、
木
・
火
・
土
・
金
・
水
を
順
序
と

す
る
五
行
相
生
設
の
流
行
、
王
葬
に
よ
る
卸
位
正
嘗
化
の
た
め
の
古
典
改
窓
、

貌
菅
以
降
の
正
問
論
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
は
、
著
者
が
正
統
論
関
係
の
多
数
の
中
文
の
論
者
の
ほ
か
、
内
一
藤

湖
南
『
支
那
史
皐
史
』
、
那
珂
通
世
「
支
那
の
正
統
論
」
(
『
那
珂
遁
世
遺
書
』
)

な
ど
に
依
録
し
て
手
際
よ
く
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
論
黙
に
新
味
は
な
い

が
、
中
園
に
お
け
る
正
統
論
の
複
雑
な
展
開
を
、
は
じ
め
て
英
語
で
ま
と
め
欧

米
の
皐
界
に
紹
介
し
た
黙
に
意
義
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
著
者
は
、
本
章
の
後
牢
で
西
洋
の
正
嘗
論
と
の
比
較
を
念
頭
に
お

い
て
、
中
閣
の
正
統
論
の
歴
史
的
展
開
を
要
約
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
正
統
な
る
語
は
、
後
漢
光
武
-
帝
以
来
、
正
し
い
血

統
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
が
、
四
世
紀
か
ら
は
、
先
行
王
朝
を
正
し
く
縫
承

す
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
黙
で
、
中
園
の
正
統

は
、
聖
な
る
紳
や
法
や
政
治
的
集
舎
な
ど
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
支
配
者
の
権

利
と
い
う
一
意
味
を
内
包
す
る
西
洋
の

-omEH54
と
は
相
異
し
て
い
る
。

第
二
に
、
周
の
天
命
思
想
に
淵
源
し
、
儒
敬
と
五
徳
運
論
に
よ
る
強
い
影
響

を
う
け
た
正
統
論
は
、
古
代
近
東
の
諸
王
圏
、
ヘ
レ

F

一
ズ
ム
・
ロ

1
7
-帝
圏
、

キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
王
様
紳
授
的
観
念
に
近
い
が
、
中
園
の
場

合
は
、
そ
れ
が
一
層
、
統
一
的
で
連
績
的
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
中
園
で
は
支
配
者
と
王
朝
の
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
正
し
い
縫
承

が
強
調
さ
れ
た
。
一
方
、
西
洋
で
は
、
政
治
的
系
統
の
連
績
の
観
念
は
、
あ
ま

り
強
調
さ
れ
な
い
。

第
四
に
、
中
園
の
正
統
観
念
の
展
開
は
、
た
だ
一
人
の
君
主
が
道
徳
的
聖
主

と
し
て
紹
劉
的
権
力
を
ふ
る
う
と
い
う
鎧
制
を
と
り
つ
づ
け
た
中
園
王
朝
の
停

統
と
連
動
し
て
い
る
。
中
園
の
皇
帝
の
権
威
に
は
ロ
l
マ
法
や
中
世
の
憲
法
に

よ
る
よ
う
な
法
的
制
限
は
な
く
、
比
類
な
き
権
威
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
中
閣
の
正
統
論
の
特
質
を
と
ら
え
た
上
で
、

先
述
の
な
耳
目
可
〉
含
目
的
の
五
つ
の
正
蛍
化
の
指
標
を
遁
用
し
て
正
賞
化
の

面
で
の
中
園
的
特
質
を
摘
出
す
る
。

て
手
綾
上
の
正
骨
固
化
。
支
配
者
に
よ
る
政
治
・
法
律
・
行
政
の
面
で
の
制

度
の
樹
立
と
エ
リ
ー
ト
層
の
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
政
策
の
開
始

が
、
そ
の
本
質
で
あ
る
。
具
鐙
的
に
は
、
園
家
儀
躍
の
制
定
、
官
僚
政
府
の
組

織
、
科
暴
の
質
施
、
首
都
の
選
定
、
法
典
編
纂
、
儒
教
保
護
、
正
史
の
編
纂
、

古
典
・
文
皐
作
品
の
枚
集
な
ど
の
作
業
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
手
綾
上
の
正
嘗

化
の
も
く
ろ
み
は
中
園
以
外
で
も
み
ら
れ
る
が
、
中
園
の
場
合
、
そ
の
統
治
制

度
が
漢
代
に
成
熟
し
、
唐
宋
時
代
に
は
規
範
化
し
た
の
で
、
手
績
上
の
正
骨
固
化

の
た
め
の
選
擦
は
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
。

二
、
力
に
よ
る
正
首
化
。
中
華
-
帝
園
の
皇
帝
の
大
部
分
は
、
儒
数
の
仁
政
思

想
と
複
雑
な
官
僚
園
家
の
手
績
が
あ
る
た
め
に
、
カ
に
よ
る
正
蛍
化
よ
り
も
、

合
法
的
・
行
政
的
手
段
、
特
に
教
化
と
説
得
の
手
法
を
採
用
し
た
。
こ
の
黙
、

近
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
停
統
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

三
、
意
味
論
的
正
嘗
化
。
主
要
に
は
、
正
賞
的
権
威
の
支
配
力
を
明
示
す
る

儀
式
や
シ
ン
ボ
ル
の
作
成
も
し
く
は
操
作
に
よ
る
正
賞
化
の
こ
と
。
具
鐙
的
に

は
、
天
の
徴
・
前
兆
・
祭
式
・
帯
室
の
色
な
ど
が
使
わ
れ
る
。
西
洋
で
は
頻
繁

な
祉
曾
政
治
的
努
化
に
と
も
な
い
正
嘗
化
の
儀
式
や
シ
ン
ボ
ル
が
繁
化
し
た

が
、
中
園
で
は
、
そ
れ
ら
が
比
較
的
軍
一
の
性
格
を
保
持
し
た
。
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四
、
ス
コ
ラ
聞学
的
正
賞
化
。
こ
れ
は
支
配
者
が
有
力
な
宗
教
的
・
知
的
・
政

治
的
体
統
の
中
の
概
念
を
使

っ
て
、
自
己
の
正
賞
性
の
主
張
を
強
化
す
る
こ

と。

中
世
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
な
ど
に
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
が
、
個
々
の
支
配
者
、

政
治
組
織
に
よ
っ
て
依
援
す
る
鱒
統
的
概
念
が
異
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
中
薗

で
は
、
五
徳
運
設
の
枠
組
と
の
ち
に
は
新
儒
撃
の
原
理
が
、
つ
ね
に
正
晴
固
化
の

主
要
な
思
想
で
あ
り
つ
づ
け
た
。

五
、
人
民
に
よ
る
正
嘗
化
。
中
園
に
お
い
て
も
、
人
民
の
支
持
を
背
景
に
正

賞
性
を
主
張
す
る
支
配
者
も
い
た
。
し
か
し
、
政
権
の
樹
立
に
成
功
し
た
中
園

の
支
配
者
は
、
し
ば
し
ば
櫨
力
を
固
め
る
た
め
に
、
停
統
的
な
制
度
や
債
値
に

た
ち
か
え
り
、
人
民
の
要
求
に
そ
っ
て
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
貼
、
中
図
の
縛
統
は
、
新
し
い
支
配
者
が
名
目
的
で
は
あ
れ
、
人
民
の
承

認
を
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
賞
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
西
洋
の
人

民
に
よ
る
正
蛍
化
の
停
統
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
っ
た
。

第
三
章
は
、
次
章
以
下
で
金
朝
後
期
の
正
統
論
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、

金
閣
の
建
園
か
ら
中
興
の
租
、
世
宗
ま
で
の
金
朝
史
の
展
開
を
概
観
し
て
い

る
。
こ
れ
は
太
租
阿
骨
打
以
来
の
歴
代
皇
帝
の
君
主
権
強
化
、
中
央
集
権
的
園

家
化
、
中
図
的
専
制
図
家
化
の
方
向
と
封
建
的
女
同
県
勢
力
と
の
葛
藤
を
軸
に
し

た
手
堅
い
概
設
で
あ
り
、
』
E
m，

印

y
o
p

凶〆
0

・叫
dp
内
PHRZE誌
な
吋
宮
内
向
¥
H
F

。SH
R
ミ
(リMV3nH
l
k同
匂
言
、
-Y

。¥・切な
E
N
Q
H
E平
l
H
泊
三
-
な
ど
の
先
風
干
の
研

究
を
十
分
ふ
ま
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
分
析
の
手
法
は
、
わ
が
園
の
金
史

研
究
に
お
い
て
も
、
す
で
に
定
着
し
て
お
り
、
著
者
獄
自
の
も
の
で
は
な
い
。

本
章
の
意
義
は
、
む
し
ろ
金
朝
史
の
展
開
を
概
観
す
る
中
で
、
世
宗
ま
で
の

金
園
の
支
配
者
た
ち
が
正
片
品
化
の
方
向
を
奈
迭
に
求
め
て
き
た
か
を
明
示
し
た

黙
に
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
三
代
皇
帝
照
宗
は
中
図
的
制
度
と
方
法
に
よ
る

政
治
的
集
権
化
を
め
ざ
し
た
。
彼
は
科
凪
申
を
質
施
し
、
新
暦
・
儒
数
式
宮
廷
儀

膿

・
官
位
を
導
入
し
、
租
廟
建
設
・
中
図
的
法
律
制
定
、
儒
数
保
護
な
ど
の
皇

帝
の
地
位
を
安
定
さ
せ
、
政
府
の
正
賞
性
を
確
立
す
る
た
め
の
中
園
侍
統
の
儀

峰
や
唐
宋
の
諸
制
度
を
採
用
し
た
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
は
援
に
中
閣
の
時
間
統
を

見
習
っ
た
の
で
は
な
く
、
女
同
県
支
配
を
正
門
晶
化
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

中
央
集
権
化
と
中
園
化
を
極
度
に
お
し
す
す
め
た
四
代
皇
喬
海
陵
王
は
、
科
容

を
普
及
さ
せ
た
り
、
孔
子
廟
の
設
置
を
全
て
の
州
蘇
に
命
じ
た
り
、
中
図
式
宮

廷
儀
式
を
さ
ら
に
採
り
入
れ
た
り
、

燕
京
に
遷
都
し
た
り
な
ど
し
て
、

金
を
中

園
王
朝
の
後
縫
者
と
し
て
正
賞
化
し
よ
う
と
し
た
。
海
陵
王
の
南
征
は
彼
が
自

己
を
全
中
園
の
支
配
者
と
し
て
正
首
化
し
た
結
果
で
あ
る
。
園
粋
運
動
を
展
開

し
た
五
代
皇
帝
世
宗
は
、
一
方
で
は
中
園
的
博
統
を
保
護
し、

彼
自
身
を
女
員

と
中
閣
の
統
一
的
後
縫
者
と
し
て
正
賞
化
し
て
い
た
と
い
う
。

著
者
の
立
論
に
は
前
章
で
確
認
し
た
中
園
に
お
け
る
正
片品
化
の
指
僚
が
生
か

さ
れ
て
お
り
明
快
で
あ
る
。
か
く
て
著
者
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
中
園
化
H
民

族
的
主
慢
性
の
喪
失
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
負
の
評
債
を
え
て
き
た
諸
施
策
を
、

金
朝
皇
喬
の
支
配
正
賞
化
の
意
志
の
表
現
と
し
て
、
と
ら
え
直
す
硯
黙
を
提
示

し
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
、
章
宗
朝
下
の
正
統
論
。
金
朝
廷
に
お
け
る
正
統
論
議
は
六
代
皇
帯

章
宗
と
八
代
皇
帝
宣
宗
の
治
政
に
行
わ
れ
た
。
第
四
章
は
章
宗
朝
下
の
正
統

論
、
第
五
章
は
宣
宗
朝
下
の
正
統
論
の
分
析
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
大
金
徳
運

園
競
』
を
典
援
と
し
て
い
る。

章
宗
朝
下
の
正
統
論
議
は
、

一
一
九
四
年
の
翠
宗
の
指
示
に
よ
る
論
議
開
始

か
ら
一
一
一

O
二
年
の
章
宗
に
よ
る
土
徳
仲
間
用
決
定
に
い
た
る
ま
で
、
八
年
開
に

三
田
舎
議
が
あ
っ
た
。
一
回
目
は
明
昌
四
年
一
二
月
一
一
日
(
西
暦
一
一
九
四

年
一
月
五
日
〉
に
は
じ
ま
り
、
一
一
回
目
は
承
安
四
年
二
一
月
(
一

一
九
九
年
一

二
月
J
一
二

O
O年
一
月
)
に
、
三
回
目
は
承
安
五
年
二
月
二

O
日

三

二

O
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。
年
三
月
六
日
〉
に
は
じ
ま
っ
た
。
一
回
目
は
七
日
間
以
上
の
官
が
招
集
の
針
象

と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曾
議
の
開
催
期
開
や
正
確
な
参
加
人
数
は
不
明
で

あ
る
。
曾
議
を
通
し
て
提
出
さ
れ
た
金
朝
の
徳
運
に
関
す
る
主
張
は
、
以
下
の

四
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

付
太
租
阿
骨
打
が
建
園
の
際
、
園
競
を
金
と
し
た
以
上
、
金
徳
を
採
用
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
。
ほ
か
に
、
金
の
宋
遼
征
服
は
、
肢
が
水
徳
の
夏

福
岡
に
勝
っ
て
金
徳
を
織
承
し
た
こ
と
に
一
致
す
る
の
で
金
徳
を
採
用
す
べ
し
と

い
う
主
張
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
歴
代
王
朝
相
互
の
徳
運
の
順
序
を

考
慮
し
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
著
者
は
園
粋
主
義
的
論
者
と
規
定
す
る
。

同
五
代
諸
王
朝
や
宋
を
正
統
と
み
ず
、
こ
れ
ら
を
と
ば
し
て
唐
の
土
徳
を
つ

い
で
金
徳
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
。

国
遼
の
水
徳
を
つ
い
で
木
徳
の
採
用
を
主
張
す
る
も
の
。

同
金
が
滅
ぼ
し
た
北
宋
の
火
徳
を
つ
い
で
土
徳
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
も
の
。

さ
て
著
者
は
、
一
二

O
二
年
の
章
宗
に
よ
る
土
徳
の
採
用
は
、
章
宗
の
嘗
初

か
ら
の
既
定
方
針
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
正
統
論
議
は
、
そ
の
煙
幕
に
使
わ
れ
た

の
だ
と
断
ず
る
。
し
か
も
土
徳
採
用
に
と
も
な
う
大
規
模
な
制
度
襲
更
は
な

く
、
具
陸
的
に
は
一
二
月
の
臓
祭
を
金
徳
に
み
あ
う
丑
の
日
か
ら
土
徳
に
み
あ

う
辰
の
日
に
務
更
し
た
り
、
-
一
帝
服
や
旗
の
色
を
土
徳
を
象
徴
す
る
黄
色
に
繁
え

た
位
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
著
者
は
、
制
度
慶
更
自
僅

が
正
統
論
を
展
開
さ
せ
た
章
宗
の
意
闘
で
は
な
か
っ
た
と
剣
断
す
る
。
そ
こ
で

著
者
は
、
章
宗
は
、
い
か
な
る
問
題
に
直
面
し
て
正
嘗
化
を
必
要
と
し
た
の

か
。
章
宗
は
、
何
故
、
正
賞
性
を
確
立
す
る
た
め
に
五
徳
運
論
を
使
っ
た
の

か
、
と
い
う
問
題
設
定
を
行
っ
た
。

最
初
の
設
問
に
射
し
て
、
著
者
は
、
軍
事
的
・
経
済
的
行
き
づ
ま
り
に
あ
る

女
員
族
の
活
力
復
活
を
ね
ら
っ
た
世
宗
の
園
粋
運
動
が
失
敗
し
た
あ
と
を
う
け

た
章
宗
は
、
女
員
族
の
輪
開
来
は
中
園
の
停
統
と
の
よ
り
一
一
層
の
同
一
化
の
方
向

に
し
か
な
い
と
考
え
、
親
中
園
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
正
嘗
化
を
必
要
と
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
章
宗
の
地
位
を
ね
ら
う
一
帝
一
宮
有
力
者
や
保
守
的
軍
事
指
導

者
を
お
さ
え
、
西
夏
・
南
宋
・
遊
牧
民
族
の
挑
戦
を
し
り
ぞ
け
る
た
め
に
は
、

章
宗
本
人
に
と
っ
て
も
女
員
族
の
賂
来
に
と
っ
て
も
、
天
命
を
所
有
し
て
い
る

こ
と
の
確
認
に
よ
る
正
蛍
性
の
主
張
が
必
要
で
あ
っ
た
と
制
判
断
す
る
。

次
の
設
問
に
劃
し
て
、
著
者
は
五
徳
運
論
は
歴
代
中
園
皇
帝
に
よ
っ
て
正
蛍

化
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
漢
人
官
僚
・
漢
化
し
た
女
員
官

僚
に
設
得
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
中
園
の
停
統
に
造
詣
の
深
い
章
宗
は
知

悉
し
て
い
た
。
そ
こ
で
章
宗
は
五
徳
運
論
に
よ
る
正
賞
化
を
通
し
て
、
彼
ら
を

親
中
園
政
策
を
支
持
す
る
勢
力
と
し
て
自
己
の
傘
下
に
結
集
す
る
こ
と
を
ね
ら

っ
た
と
判
断
す
る
。

以
上
は
、
著
者
の
金
朝
史
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
剣
断

で
あ
る
。
貧
謹
面
で
多
少
課
題
を
残
し
て
い
る
が
、
章
宗
の
親
中
園
政
策
の
舞

肇
裏
に
光
を
あ
て
た
魅
力
的
な
俵
設
と
い
え
よ
う
。

著
者
は
、
次
に
章
宗
に
よ
る
土
徳
採
用
の
影
響
と
し
て
、
主
と
し
て
以
下
の

三
黙
を
牽
げ
て
い
る
。

て
章
宗
朝
に
お
い
て
親
中
園
政
策
が
推
進
さ
れ
た
。

二
、
章
宗
が
土
徳
の
採
用
を
中
外
に
詔
し
た
結
果
、
宋
金
関
係
が
悪
化
し
、

つ
い
に
開
戦
に
い
た
っ
た
。

三
、
遼
の
正
賞
性
が
否
定
さ
れ
た
た
め
、
金
朝
に
お
け
る
遼
史
編
纂
事
業
が

頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。

以
上
の
黙
に
つ
い
て
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
。

一
の
事
貧
自
鐙
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
著
者
は
章
宗
の
親
中
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図
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
必
ず
し
も
具
値
的
に
言
及
し
て
い
な
い
。
章
宗
の
渓

人
顧
問
へ
の
依
存
、
漢
人
官
僚
の
増
加、

女
輿
人
と
漢
人
の
通
婚
の
増
加
、
女

岡
県
人
エ
リ
ー
ト
層
の
漢
化
の
強
ま
り
、

泰
和
律
令
の
編
纂
な
ど
が
言
及
さ
れ
て

い
る
程
度
で
あ
る
。
も
う
少
し
具
値
的
に
検
討
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
評
者

の
気
付
い
た
事
例
を
補
足
す
る
と
、

『金
史
』
径
二
一
、
章
宗
本
紀
、
泰
和
四

年
二
月
庚
戊
の
燦
に
「
始
め
て
三
皇

・
五
帯

・
四
王
を
祭
る
」
と
あ
り
、
同
じ

く
、
三
月
戊
寅
の
僚
に
よ
る
と
、
前
代
の
帝
王
で
祭
を
致
す
べ
き
者
を
定
め
よ

と
の
詔
が
あ
り
、
結
局
、

夏
の
太
康
、
般
の
太
甲

・
太
戊

・
武
丁
、
周
の
成

王

・
康
王

・
宣
王
、
漢
の
高
祖
・
文
・

景

・
武

・
宣
・
光
武
・
明
帯

・
章
喬一、

麿
の
古
河
租

・
文
皇
の
一
七
君
が
選
ば
れ
、
祭
を
致
す
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。

こ
れ
は
、

章
宗
が
土
徳
採
用
後
、
中
園
正
統
の
後
継
者
と
し
て
の
立
場
を
願
示

し
た
例
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

二
は
宋
金
政
治
史
に
も
か
か
わ
る
著
者
の
創
見
で
あ
る
。
し
か
し
、

章
宗
が

土
徳
の
採
用
を
中
外
に
詔
し
た
こ
と
と
宋
金
開
戦
と
の
直
接
的
困
果
関
係
を
示

す
史
料
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
未
見
で
あ
る
。
著
者
は
、
南
宋
の
寧
宗

が
開
戦
の
認
で
天
命
の
回
復
を
主
張
し
て
い
る
貼
に
、

章
宗
の
土
徳
仲間
用
宣
言

に
劃
す
る
反
賂
を
み
る
の
で
あ
る
。
が
、
南
宋
に
と
っ
て
、
天
命
回
復
は
高
宗

以
来
の
悲
願
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
有
力
な
根
嬢
と
は
い
え

ま
い
。
勿
論
、
章
宗
に
よ
る
土
徳
採
用
は
、
宋
の
徳
運
が
北
宋
滅
亡
と
と
も
に

消
滅
し
、

金
は
全
中
園
の
支
配
者
と
し
て
正
嘗
性
を
も
っ
て
い
る
と
の
主
張
を

内
包
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
南
宋
を
刺
激
し
な
い
は
ず
は
な
く
、
著
者
の
見

解
の
成
立
の
仙跡
地
は
十
分
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、

評
者
は
、

『
金
史
』
を

一
て
章
宗
本
紀
、
泰
和
二
年
九
月
甲
寅
の
僚
に
よ
る
と
、
章
宗
が
南
宋
に
行

く
賀
宋
生
日
使
に
射
し
て
「
爾
園
和
好
久
し
く
、
よ
ろ
し
く
細
故
を
争
い
て
大

慢
を
傷
つ
く
べ
か
ら
ず
」
と
戒
め
て
い
る
鮎
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
異
例

の
記
事
で
あ
り
、
時
期
も
泰
和
二
年
一
一
月
、
章
宗
が
土
徳
採
用
を
中
外
に
詔

す
る
直
前
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
評
者
は
、
こ
の
記
事
か
ら
、
章
宗
は
土
徳
採
用

が
南
宋
を
刺
激
し
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
南
宋
側
に
説
明
さ
せ
た
可
能
性

が
あ
る
と
見
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宋
金
開
戦
ま
で
の
金
側
の
消
極
的

劉
態
か
ら
判
断
す
る
と
、
章
宗
に
は
土
徳
採
用
に
よ
る
優
位
を
背
景
に
し
て
、

封
南
宋
戦
争
を
開
始
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、

章
宗
の

ね
ら
い
は
、
主
と
し
て
圏
内
的
数
果
に
あ
っ
た
と
の
剣
断
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ

たつ。
一
一
万
徳
運
議
で
遼
が
正
賞
性
を
失
っ
た
た
め
に
金
朝
の
遼
史
編
纂
事
業
が
頓

挫
し
て
し
ま
っ
た
黙
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
愛
宕
松
男
氏
も
指
摘
し
て
い
る

(
愛
宕
松
男

「遼
金
宋
三
史
の
編
纂
と
北
族
王
朝
の
立
場
」
『
文
化
』
一
五

四
一
九
五

一
)
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
著
者
は
土
徳
採
用
が
親
中
園
政
策
を
推

進
せ
ん
と
す
る
章
宗
の
首
初
か
ら
の
既
定
方
針
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
こ
の

黙
、
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者
が
章
宗
朝
下
に
お
い
て
、
正
統
論
が
八

年
聞
も
繍
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
首
惑
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
、
私
見
を
述

べ
て
お
き
た
い
。
著
者
の
嘗
惑
は
、
金
徳

・
木
徳

・
土
徳
の
採
用
を
め
ぐ
る
四

つ
の
見
解
が
、
第
一
回
目
の
禽
議
の
時
に
全
て
出
揃
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『
大
金
徳
運
園
設
』
に
は
、
四
つ
の
見
解
が
各

ん
べ
い
つ
提
出
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

土
徳
の
主
張
は
第
一
回
目
の
禽
議
に
は
出
て

こ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
既
定
方
針
の
土
徳
の
主
張
が
出
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
章
宗

は
、
そ
れ
が
出
て
く
る
ま
で
二
回
・
三
回
と
曾
議
を
開
催
さ
せ
た
と
の
解
稽
も

十
分
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
土
徳
の
主
張
は
、
現
存
し
て
い
る
南

宋
の
命
運
に
も
か
か
わ
る
議
論
で
提
出
し
に
く
い
主
張
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。
そ
れ
は
宣
宗
朝
の
向
書
省
が
章
宗
靭
の
論
議
を
要
約
し
、
土
徳
を
主
張
し

た
孫
人
傑
の
論
を
険
語
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
は
、
貞
一
路
二
年
一
月
一
一
一
一
日
(
一
一
二
四
年
三
月
五
日
〉
宣
宗
の
聖

旨
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
た
正
統
論
の
分
析
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
宣
宗

朝
下
の
正
統
論
は
、
章
宗
朝
下
の
正
統
論
の
附
属
の
位
置
し
か
輿
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
結
局
、
宣
宗
朝
に
お
い
て
土
徳
採
用
は
維
持
さ
れ
、
何

ら
の
描
変
更
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
に
お
い
て

著
者
が
宣
宗
朝
下
の
正
統
論
を
濁
立
さ
せ
、
そ
の
内
容
と
意
義
を
論
じ
た
功
績

は
大
き
い
。
著
者
の
分
析
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
は
じ
め
て
宣
宗
朝
下
の

正
統
論
に
、
章
宗
朝
下
の
正
統
論
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
道
徳
的
正

嘗
性
や
一
統
性
を
正
統
性
の
基
準
と
す
る
宋
朝
新
儒
皐
の
影
響
を
確
認
で
き
た

の
で
あ
る
。

こ
の
曾
議
に
は
漢
人
高
官
一

O
人
、
女
員
人
高
官
一
二
人
が
参
加
し
た
。
参

加
者
中
、
一
四
人
が
金
徳
の
採
用
を
主
張
し
、
四
人
が
土
徳
を
主
張
し
た
。

金
徳
論
者
の
主
張
は
以
下
の
三
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
て
い
た
。

付
、
太
租
阿
骨
打
の
祖
訓
で
、
完
顔
氏
が
白
を
向
ん
だ
と
あ
る
の
は
、
金
徳

採
用
を
意
味
す
る
。
ま
た
建
闘
賞
時
の
自
の
士
ロ
兆
の
出
現
は
、
天
に
よ
る
金
徳

の
承
認
で
あ
る
と
す
る
主
張
。

口
、
五
代
諸
王
朝
や
宋
を
正
統
と
み
ず
、
金
は
こ
れ
ら
を
と
ば
し
て
唐
の
土

徳
を
つ
い
で
金
徳
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
。

目
、
後
唐
は
唐
の
土
徳
を
縫
承
せ
ず
、
金
徳
で
あ
る
と
し
、
後
育
・
後
漢
・

後
周
の
徳
運
を
順
次
訂
正
す
る
と
宋
は
火
徳
で
は
な
く
土
徳
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
金
は
宋
の
土
徳
を
う
け
て
金
徳
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
。

土
徳
論
者
は
少
数
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
張
は
二
つ
に
分
れ
て
い
た
。

付
、
遼
と
宋
を
滅
ぼ
し
て
北
中
園
を
支
配
す
る
金
は
、
宋
の
火
徳
を
う
け
て

土
徳
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
。

同
、
金
は
道
徳
的
正
山
富
性
と
政
治
的
一
統
性
に
よ
り
正
統
で
あ
る
と
の
主

張
。
徳
運
に
つ
い
て
は
章
宗
の
決
定
に
従
い
土
徳
と
す
る
。
こ
の
論
者
は
新
儒

撃
の
正
統
性
の
基
準
を
適
用
し
て
立
論
し
て
お
り
、
五
徳
運
論
の
呪
縛
か
ら
解

放
さ
れ
て
い
る
黙
、
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
た
び
の
曾
議
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
金
徳
と
土
徳
に
論
議
が
集

約
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宣
宗
が
、
こ
れ
ら
の
論
議
に
劃
し
て
、
い
か
な
る
反
感

を
示
し
た
か
は
記
録
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
金
史
』

巻
二
ハ
、
宣
宗
本
紀
、
輿
定
四
年
一
二
月
庚
辰
(
一
一
一
一
一
一
年
一
月
一
九
日
)

の
僚
に
、
勝
祭
の
記
事
が
あ
り
、
土
徳
に
針
態
す
る
辰
の
自
に
臓
祭
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
宣
宗
は
土
徳
の
保
持
を
舞
更
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

徳
蓮
の
繁
更
自
陸
が
宣
宗
が
正
統
論
を
再
開
さ
せ
た
動
機
で
は
な
か
っ
た
と

す
る
と
、
彼
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
入
を
う
け
て
圏
内
外
が
困
難
な
時
期
に
、
こ

の
よ
う
な
難
し
い
議
論
を
再
開
さ
せ
た
必
要
性
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
著
者

の
論
貼
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、
著
者
は
正
統
論
が
七
代
皇
一
帝
衡
紹
王
を
判
明
逆
し
て
以
降
、
朝
廷

内
を
牛
耳
っ
て
い
た
絃
石
烈
執
中
が
北
虎
高
瑛
に
-
階
殺
さ
れ
た
直
後
の
時
期
に

再
開
さ
れ
た
黙
に
注
目
す
る
。
女
同
県
軍
事
集
園
指
導
者
絃
石
烈
執
中
に
迎
え
ら

れ
て
即
位
し
た
宣
宗
は
、
こ
の
機
舎
に
反
逆
者
に
よ
る
就
位
で
汚
さ
れ
た
彼
の

正
賞
性
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

絃
石
烈
執
中
暗
殺
後
も
朝
廷
内

で
カ
を
も
っ
北
虎
高
瑛
ら
の
女
員
軍
事
集
固
と
安
協
す
る
一
方
で
、
彼
ら
と
の

封
抗
上
、
親
中
園
政
策
を
進
め
て
き
た
章
宗
の
官
僚
た
ち
の
支
援
を
受
け
る
必

要
が
あ
っ
た
。
著
者
は
、
こ
の
意
味
で
、
宣
宗
に
よ
る
正
統
論
の
再
開
と
土
徳

保
持
の
確
認
は
、

宣
宗
が
章
宗
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
、
こ
れ
ら
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の
官
僚
を
傘
下
に
結
集
す
る
の
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
制
判
断

す
る
。

二
つ
に
は
、
著
者
は
正
統
論
が
宣
宗
に
よ
る
休
京
遜
都
の
三
ヶ
月
前
に
再
開

さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
正
統
論
の
再
開
に
は
、

休
京
遜
都
を
正
賞
化
す
る
意

酬
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
み
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
正
統
論
に
よ

っ
て
、
金

が
全
中
園
の
交
配
者
と
し
て
正
統
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
園
家
の
正

統
性
を
強
め
る
た
め
に
、
中
閣
の
中
心
部
、
北
宋
の
故
都
休
京
へ
遷
都
す
る
と

い
う
大
美
名
分
が
成
り
な
っ
。
著
者
は
、

aX
J引
が
こ
の
よ
う
に
休
京
遜
都
の
正

常
間
化
を
ね
ら
っ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
な
お
、
こ
の
正
統
論
と
休
京
遷
都
の
関

係
は
、
若
者
が
指
摘
す
る
通
り
、

『
大
金
徳
運
凶
設
』
の
綾
後
に
掲
被
さ
れ
た

中
旬
奏
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
著
者
の
見
解
は
、
術
紹
王
獄
逆
か
ら
休
京
選
都
に
い
た
る
金
朝
宮
廷

内
の
動
向
を
ダ
イ
ナ
i

ッ
タ
に
と
ら
え
る
魅
力
的
な
仮
設
で
あ
る
。
従
来
、
モ

ン
ゴ
ル
悦
入
以
降
の
金
制
内
部
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
リ
杯
京
遜
都
に
と
も
な
う

恨
本
史
料
亡
失
が
災
い
し
て
、
ま
と
も
に
以
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
員
に
民
意
な
分
析
と
い
え
る
。

第
六
立
は、

立
ぷ
制
下
の
正
統
論
、
宣
京
朝
下
の
正
統
論
に
つ

い
て
の
考
察

の
ま
と
め
で
あ
る
。
者
者
に
よ
れ
ば
、
金
朝
の
正
統
論
に
は
以
下
の
三
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
。

て

政
治
的
正
首
化
と
制
度
第
更
に
封
隠
す
る
理
論
と
し
て
五

行
相
生
論
を
採
用
し
て
い
る
。
二
、
金
徳
の
主
張
に
お
い
て
組
訓
の
利
用
が
願

者
で
あ
る
。
三、

金
の
徳
運
を
中
園
歴
代
王
朝
の
徳
運
の
順
序
の
中
に
位
置
づ

け
よ
う
と
し
て
い
る
。
以
上
で
あ
る
。

ま
た
、
正
統
論
の
論
者
を
政
治
的
志
向
性
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
租
訓
を

も
と
に
金
徳
を
主
張
す
る
女
員
園
粋
振
』
ロ
R
F
g
E
z
i
m
Z
と
金
朝
を
中
園

歴
代
王
朝
の
博
統
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
中
園
化
推
進
級
臼
FEn-自己・

g
n
F
E
u
-
g
M
に
分
類
で
き
る
と
い
う。

さ
ら
に
、
』
2
0自
可
〉
E
B
ω

の
五
つ
の
正
首
化
の
指
標
に
そ
っ
て
整
理
す

る
と
、
手
績
上
の
正
賞
化
は
、
金
朝
皇
帝
が
、
中
図
的
官
僚
組
織
や
儒
教
的
債

値
を
採
用
し
、
科
血
争
を
寅
施
し
た
黙
に
み
ら
れ
る
。
意
味
論
上
の
正
嘗
化
は、

宮
廷
儀
式
や
二
一
月
倣
祭
な
ど
の
祭
式
に
お
い
て
中
園
的
停
統
を
踏
襲
し
た
粘

に
み
ら
れ
る
。
ス
コ
ラ
率
的
正
賞
化
は
、
金
朝
正
統
化
の
た
め
に
漢
代
以
来
の

五
行
相
生
論
を
適
用
し
た
黙
に
み
ら
れ
る
。
一
方
、
金
朝
に
お
い
て
は
、
力
に

よ
る
正
常
化
と
人
民
に
よ
る
正
賞
化
の
側
面
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
い

〉同
ノ
。

結
論
と
し
て
、

著
者
は
、
章
宗
と
宣
宗
の
下
で
の
正
統
論
は
、
章
宗

・
宣
宗

自
身
の
指
導
性
を
つ
よ
め
、
そ
の
図
家
政
策
を
合
理
化
し
、

金
園
の
政
治
的
優

位
性
の
強
化
の
た
め
に
展
開
さ
れ
た
と
剣
断
し
て
い
る
。
ま
た
、
章
宗
・

宣
宗

が
女
員
図
粋
振
が
主
張
す
る
金
徳
を
採
用
せ
ず
、
土
徳
を
採
用
し
た
こ
と
は
、

彼
ら
が
女
興
本
来
の
惇
統
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
、
中
園
王
朝
化
し
て
ゆ
く
政

策
を
推
進
す
る
萎
勢
を
示
し
た
も
の
と
い
う
。
そ
し
て
、
著
者
は
、
意
宗

・
宣

宗
が
正
賞
化
の
た
め
に
中
園
の
侮
統
を
用
い
た
こ
と
は
、
政
治
的
・
軍
事
的
危

機
の
際
に
、

女同県
の
指
導
力
を
強
め
る
目
的
の
た
め
に
短
期
的
に
は
役
立
っ

た

と
み
て
い
る
。

こ
れ
は
詳
細
な
分
析
と
鋭
い
洞
察
に
も
と
‘
つ
い
た
結
論
で
あ
り
説
得
力
が
あ

る
。
ち
な
み
に
従
来
の
研
究
で
は
、
章
宗

・
宣
宗
に
と
っ
て
正
統
論
が
何
故
必

要
で
あ
っ
た
か
を
問
う
槻
黙
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
陳
芳
明
は
金
朝
の
徳
運

論
は
遼
史
の
纂
修
を
め
ぐ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
と
し
た
(
陳
芳
明
「
宋
遼
金

史
的
纂
修
輿
正
統
之
争
」
『
食
貨
月
刊
』
一
一
|
八
、
一
九
七
二
)
。
愛
宕
松
男
、

↓
8
2ロ
ml任
命
口
は
、
正
統
論
は
金
朝
が
中
園
王
朝
化
す
る
過
程
の
な
か
で
、

お
こ
る
べ
く
し
て
お
こ
っ
た
議
論
で
あ
り
、
そ
の
値
幅
運
論
議
の
中
に
北
族
王
朝

ph
U
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よ
り
中
薗
王
朝
へ
の
全
面
的
縛
化
が
要
約
さ
れ
て
い
る
と
み
る
。
つ
ま
り
、
雨

氏
は
正
統
論
は
女
興
支
配
者
の
中
園
化
し
た
自
己
意
識
の
な
せ
る
わ
ざ
と
み
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
章
宗

・
宣
宗
に
と
っ
て
何
故
正
統
論
が
必
要
で
あ
っ

た
か
と

い
う
淑
黙
か
ら
出
砕
鉱
し
た
著
者
の
結
論
は
、
正
統
論
と
親
中
園
政
策
と
の
関
わ

り
を
め
ぐ
っ
て
は
従
来
の
研
究
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
に
し
て
も
、
総
慢
と

し
て
は
全
く
濁
自
の
境
地
を
拓
い
た
も
の
で
あ
り
、
斬
新
で
あ
る
。

な
お
、
蛇
足
に
な
る
が
、
以
下
評
者
の
気
付
い
た
黙
を
三
黙
ほ
ど
摩
げ
て
お

，e
、。
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第
一
に
、
著
者
は
、
章
宗
・
宣
宗
が
土
徳
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
金
徳

を
主
張
す
る
女
員
園
粋
涯
を
遠
ざ
け
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
。
土
徳
採
用
が

こ
う
し
た
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
は
十
分
稼
測
で
き
た
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
土

徳
を
採
用
す
る
に
あ
た
り
、

皇
帝
の
側
に
女
同
県
園
粋
仮
に
劉
す
る
配
慮
が
全
く

な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
例
え
ば
、
章
宗
朝
に
お
け
る
三
回
目
の
正
統

論
の
曾
議
が
終
了
し
、
徳
蓮
の
主
張
が
出
揃
い
、
あ
と
は
章
宗
の
決
定
を
待
つ

ば
か
り
の
承
安
五
年
九
月
(
一
一
一

O
O年
)
、
章
宗
は
冒
占
官
田
拘
括
を
命
じ

た
(
『
金
史
』
各
二
、
章
宗
本
紀
)
。
結
局
、
山
東
・
河
北
方
面
で
三
十
徐
蔦

頃
の
回
を
拘
括
し
、
女
民
軍
に
分
配
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
女
輿
園
粋
娠

に
謝
す
る
配
慮
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
三
十
絵
蔦
頃
を
集
積
す
る
に

つ
い
て
は
、
冒
占
官
回
の
名
目
で
民
田
を
拘
括
す
る
こ
と
が
多
く
、
土
地
を
取

り
あ
げ
ら
れ
た
漢
人
農
民
は
深
く
女
興
支
配
を
憎
み
、
金
末
の
民
衆
叛
微
を
準

備
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
女
員
族
保
護

の
色
彩
の
強
い
土
地
政
策
は
、
親
中
園
政
策
の
文
脈
か
ら
は
説
明
が
難
し
い
と

思
う
。第

二
に
、
金
徳
論
者
の
主
張
に
お
い
て
、

建
園
省
時
、
自
の
士
ロ
兆
(
純
白
の

鳥
獣
な
ど
)
が
出
現
し
、
そ
れ
が
天
に
よ
る
金
徳
の
承
認
で
あ
る
旨
が
強
調
さ

れ
た
。
章
宗
朝
の
金
徳
論
者
が
、
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
た

と
恩
わ
れ
る
が
、
宣
宗
朝
の
金
徳
論
者
が
全
て
こ
の
黙
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

は
興
味
深
い
。
と
こ
ろ
で
白
の
吉
兆
は
、

金
朝
が
天
命
を
う
け
て
誕
生
し
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、

金
徳
の
主
張
と
結
び
つ
け
な
く
と
も
、
金
朝
が
天
命
を
保

有
し
て
い
る
こ
と
を
讃
明
す
る
事
貨
で
あ
る
。
こ
の
貼
を
考
慮
し
た
場
合
、
モ

ン
ゴ
ル
軍
に
包
囲
さ
れ
、
戦
況
好
舗
内
の
紹
望
的
な
緊
迫
し
た
中
都
の
宮
廷
で
く

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
正
統
論
議
に
お
い
て
、
園
初
の
士
口
兆
を
信
じ
て
天
命
我
に
あ

り
と
す
る
金
徳
の
主
張
が
大
勢
を
し
め
た
の
は
嘗
然
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
評
者
は
、
宣
宗
が
金
徳
論
が
内
包
す
る
天
命
に
関
す
る
主
張
と
そ

の
臣
民
に
輿
え
る
数
回
京
を
ね
ら
っ
て
、
正
統
論
を
再
開
し
た
可
能
性
も
検
討
の

品
跡
地
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

第
三
に
、
著
者
は
宣
宗
朝
の
宋
金
開
戦
の
原
因
と
な
っ
た
宋
に
よ
る
歳
貢
停

止
を
一
一
一
一
一
年
と
し
て
い
る
(
一
一
五
頁
)
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
宋
史
』

巻
三
九
、
寧
宗
本
紀
、
嘉
定
七
年
七
月
僚
に
よ
れ
ば
、
=
二
四
年
の
こ
と
で

あ
る
。エ

ピ
ロ
ー
グ
と
題
さ
れ
た
第
七
章
で
は
、
金
朝
以
後
の
正
統
論
の
展
開
を
整

理
し
て
い
る
。

ま
ず
、
元
朝
で
は
フ
ピ
ラ
イ
の
治
政
に
、

金
の
土
錨
憶
を
つ
い
で
金
徳
を
採
用

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
翰
林
院
の
王
僚
が
、
徳
濯
の
議
の
開
催
を
進
言
し

た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

金
徳
は
モ

ン
ゴ
ル
が
滅
ぼ
し
た
金

朝
を
連
想
さ
せ
た
し
、
軍
事
力
に
よ
っ
て
中
圏
全
土
を
統
一
し
た
モ
ン
ゴ
ル
支

配
者
に
は
、
正
統
論
に
よ
っ
て
支
配
を
正
嘗
化
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
ま

た
、
正
統
論
議
が
漢
人
た
ち
に
モ
ン
ゴ
ル
皇
喬一
の
正
賞
性
に
射
す
る
疑
問
を
い

だ
か
せ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
宋
・
遼
・

金
史

"'' 巧，
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の
編
纂
に
関
連
し
て
正
統
論
議
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
修
史
の
必
要
の
範
園
を

越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

明
朝

・
清
朝
は
、
と
も
に
軍
事
カ
で
天
下
を
統
一
し
、
か
つ
て
な
い
偉
業
を

達
成
し
た
自
信
を
背
景
に
し
て
、
朝
廷
に
お
い
て
正
統
論
が
論
議
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

一
方
、
民
間
に
お
い
て
は
、
新
儒
数
の
正
統
性
の
基
準
を
重
視

し
た
正
統
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
と
く
に
モ
ン
ゴ
ル
族
を
北
方
に
駆
逐
し
て
漢

族
王
朝
が
再
興
し
た
明
朝
の
時
代
は
、
道
徳
性
と
一
統
性
に
加
え
て
、
漢
民
族

の
民
族
的

・
文
化
的
優
越
性
を
基
準
に
し
た
正
統
論
が
横
行
し
、
後
世
に
大
き

な
影
響
を
輿
え
た
。
つ

い
で
著
者
は
近
代
・
現
代
に
お
け
る
正
統
論
の
展
開
を

た
ど
っ
た
あ
と
、
米
中
闘
交
回
復
の
際
の
夜
一組
問
に
お
け
る
正
統
論
の
盛
況
に
ま

で
言
及
し
、
鋭
い
分
析
を
加
え
て
い
る
。

第
八
章
は
、
章
宗
朝
の
正
統
論
の
概
要
と
宣
宗
朝
の
正
統
論
を
牧
録
し
て
い

る
史
料
『
大
金
徳
淫
図
説
』
の
解
説
で
あ
る
。
『
大
金
徳
運
間
設
』

は、

宣
宗

明
下
の
正
統
論
議
終
了
後
、
山
間
以
凶省
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
文
書
局
に
保
管
さ
れ

て
い
た
。
そ
し
て
金
園
滅
亡
の
際
に
モ

ン
ゴ
ル
に
院
し
、
元
朝
に
お
い
て
は
大

都
の
翰
林
園
史
院
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
元
朝
滅
亡
の
際
に
明
に
院
し
、
や
が

て
永
祭
大
典
中
に
分
類
牧
録
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
清
の
乾
隆
一帝
の
四
庫
金
書
に

牧
め
ら
れ
る
際
に
、
現
在
の
随
裁
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

司
大
金
徳
運
闘
設
』

以
外
に
は
、
中
園
歴
代
王
朝
の
朝
廷
に
お
け
る
正
統
論
の

論
議
内
容
を
体
与
え
る
史
料
は
な
く
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

第
九
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
は
、
四
庫
全
書
版
『
大
金
徳
選
闘
設
』
の
丁
寧

な
英
語
で
あ
る
。
女
輿
人
名
の
ロ
ー
マ
字
削
開
潟
に
際
し
て
は
四
庫
全
書
版
の
漢

字
削判
官同法
の
問
題
に
も
配
慮
し
て
い
る
。
巻
末
に
は
章
ご
と
の
詳
細
な
註
と
文

献
目
録
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
便
利
で
あ
る
。

以
卜
寸
多
少
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な
が
ら
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
。

最
後
に
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

本
書
は
金
朝
に
お
け
る
正
統
論
の
本
格
的
研
究
で
あ
る
。
金
朝
の
正
統
論

は
、
中
園
歴
代
王
朝
の
朝
廷
に
お
け
る
正
統
論
の
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
論
議

の
具
鐙
的
内
容
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

海
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
金
朝
正
統
論
の
具
値
的
内
容
は
、
金
羽
以
外
の
歴
代
王

朝
の
正
統
論
研
究
に
と
っ
て
、
被
く
こ
と
の
で
き
な
い
前
提
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。ま

た
、
本
書
は
中
園
に
お
け
る
正
統
論
の
通
史
的
研
究
と
し
て
も
重
要
で
あ

る
。
本
書
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
中
闘
に
お
け
る
正
統
論
の
展
開
の
歴
史

的
眺
望
を
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
方
法
論
的
に
は
、
著
者
が
金
朝
皇
帝
が
政
治
的
目
的
達
成
の
た
め
に

正
統
論
を
使
っ
た
と
い
う
糊
矧
を
羽
入
し
分
析
し
た
黙
が
重
要
で
あ
る
。
従

来
、
五
徳
運
設
が
金
代
以
前
に
お
い
て
は
、
政
治
鐙
化
を
説
明
す
る
中
園
人
の

唯
一
の
公
式
で
あ
り
、

一
般
に
も
影
響
力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い

た
正
統
論
が
歴
代
王
朝
の
重
大
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
種
の
常
識
に
属

す
る
知
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
支
配
者
が
正
賞
化
の
た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操

作
を
す
る
こ
と
も
常
識
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
五
徳
運
読

・
正
統
論
の
場

合
、
そ
の
現
貫
離
れ
し
た
論
議
の
非
合
理
性
、
陪
同
利
聞
学
的
内
容
の
た
め
に
研
究

射
象
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
の
も
事
貨
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
が
金
朝

皇
需
が
具
健
的
政
治
情
況
の
中
で
、
レ
か
に
正
統
論
を
使
っ
て
正
首
化
を
は
か

っ
た
か
を
見
事
に
分
析
し
た
こ
と
は
、
正
統
論
研
究
に
新
局
面
を
拓
く
も
の
で

あ
る
。

段
後
に
、
本
替
は
、
金
巴史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
も
っ
て

い
る
粘
'を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
乾
隆
-一
帝
は
『
大
4
1
錨
時
速
創
設
』
の
序
の
中

で
、
南
宋
は
正
統
で
迷
と
金
は
正
統
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
歴
史
研
究
に
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お
い
て
、
こ
う
し
た
観
黙
を
克
服
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
園

史
研
究
の
徳
鰻
の
中
で
、
金
史
研
究
は
比
較
的
手
薄
で
あ
る
。
わ
が
園
に
お
い

て
は
、
戦
前
、
金
史
の
研
究
が
め
ざ
ま
し
く
展
開
し
、
多
く
の
重
要
な
業
績
が

象
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
研
究
蓄
積
の
乏
し
い
分
野
が
意
外
に
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
章
宗
朝
以
降
の
研
究
が
不
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は

中
園
化
H
民
族
的
主
腫
性
の
喪
失
の
あ
ら
わ
れ
と
す
る
負
の
許
債
か
ら
す
る

と
、
中
園
化
が
き
わ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
章
宗
朝
以
降
は
、

女
員
史
の
附
録
と
な

っ
て
し
ま
い
、
魅
力
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
一

因
で
あ
り
、
ま
た
、
チ
ン
ギ

ス
汗
の
金
園
侵
入
以
降
は
、
歴
史
展
開
の
上
で
、
主
役
は
モ
ン
ゴ
ル
に
な
り
、

金
朝
は
脇
役
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
原
因
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
女
真
史
自
鐙
の
展
開
の
中
で
、
章
宗

朝
以
降
、
金
朝
滅
亡
ま
で
を
描
き
き
る
姿
勢
が
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
著
者
が
正
統
論
を
通
し
て
、
章
宗
朝
・
宣
宗
朝
の
宮
廷
事
情
・
政
治

情
況
を
呈
示
し
た
こ
と
は
意
義
が
深
い
。

こ
れ
を
機
舎
に
、
金
朝
後
期
の
研
究
が
興
隆
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

評
者
の
力
不
足
で
謀
議
・
誤
解
が
あ
る
こ
と
と
思
う
。
著
者
な
ら
び
に
讃
者

の
御
海
容
を
乞
う
。

C
D
F〈
伶
『
帥
戸
同
可
。
『
〈
〈
釦
臼

rF口
町
内
O
口
問
》
『
O
M
W
M
r
H申
∞
品

N
酌
吋
同》
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本
書
は
安
部
健
夫
、
宮
崎
市
定
氏
を
中
心
と
し
て
京
都
大
患
で
昭
和
二
四
年

に
開
始
さ
れ
、
以
後
三

O
徐
年
に
わ
た
っ
て
縫
掛
相
さ
れ
た
『
薙
正
珠
批
稔
旨
』

〈
以
下
で
『
稔
旨
』
と
略
稽
す
る
)
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
『
東
洋
史
研
究
』

一
五
巻
四
競
(
昭
和
三
二
年
)
、
一
ム
ハ
巻
四
貌
(
同
三
三
年
)
、
一
八
巻
三
鋭

(
「
安
部
博
士
追
悼
貌
」
、
同
三
五
年
)
、

二
こ
を
三
貌
〈
同
三
八
年
)
の
各
貌

に
四
回
に
わ
た
り
、
「
特
集
潅
正
時
代
史
研
究
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た
論
文
を

復
刻
す
る
と
共
に
、
宮
崎
、
佐
伯
氏
の
解
説
、
安
部
氏
の
研
究
計
輩
、
『
論

旨
』
の
上
疏
者
一
覧
、
本
文
索
引
な
ど
を
新
た
に
附
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

始
め
に
、
本
書
の
構
成
と
原
載
巻
放
を
示
し
て
お
く
。

は
し
が
き

薙
正
珠
批
議
旨
解
題

明
清
時
代
の
民
妊
に
つ
い
て

薙
正
時
代
に
お
け
る
公
費
の
一
考
察

薙
正
二
年
の
罷
考
事
件
と
回
文
鏡

米
穀
需
給
の
研
究

東
洋
史
研
究
曾
編

『
薙
正
時
代
の
研
究
』

*ill 

1 2 3 4 5 

(
以
上
、

6 

清
代
の
膏
吏
と
幕
友

燥
照
権
批
正
時
代
に
お
け
る
日
清
貿
易

直
省
数
皐
の
制
を
通
じ
て
翻
た
る
薙
正
治
下
の
文
教
政
策

7 8 

谷

良

夫

-179-

佐

伯

富

宮
崎
市
定

佐

伯

富

岩
見

宏

荒
木
敏
一

安
部
健
夫

一
五
巻
四
貌
)

宮
崎
市
定

佐
伯

富

荒
木
敏

一


